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事業報告（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

■  企業集団の現況

❶  事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、中国などアジア向の輸出の下振れなどに
より、企業収益の改善に足踏みが見られるものの、雇用環境や所得の改善が着実に
続く中、個人消費も持ち直しの動きが見られており、景気は全体として緩やかな回
復基調で推移しました。
　一方、世界経済は、米国では良好な雇用環境を背景に景気回復が続いており、中
国では政府の景気対策により景気減速への歯止めが見られるものの、米中の貿易摩
擦の長期化によるさらなる貿易取引の停滞懸念、世界的な地政学的リスクの高まり
などにより、先行きは不透明な状況が続いております。
　このような経済環境の下、当社グループは積極的な販売活動を展開いたしました
結果、当期の売上高は229,291百万円と前期比0.7%の増加となりました。
　損益面につきましては、経営全般にわたる業務の効率化・合理化施策を推進して
まいりました結果、経常利益は前期比4,792百万円増加の11,120百万円となり、親
会社株主に帰属する当期純利益は前期比4,564百万円増加の7,545百万円となりま
した。
　以下、事業別に概況をご報告いたします。

●  ガラス事業
　建築用ガラスにつきましては、首都圏を中心と
した物件が下期から動き始めたため、売上高は前
期を上回りました。
　自動車用ガラスにつきましては、国内は堅調に
推移したものの、北米、欧州での販売の減速によ
り、売上高は前期を下回りました。
　以上、ガラス事業の売上高は142,689百万円
（前期比2.7%減）となり、損益につきましては
196百万円の営業損失（前期比3,762百万円の改
善）となりました。

0

1,600

1,400

1,200

1,000

800

600

第105期

1,426

第102期 第103期 第104期

1,530 1,502 1,466

ガラス事業  連結売上高
（単位：億円）

2

事業の経過及び成果



事業報告

2019/05/23 16:02:41 / 18482107_セントラル硝子株式会社_招集通知（Ｃ）

●  化成品事業
　化学品につきましては、ハイドロフルオロオレ
フィン製品の出荷量が伸びたことから、売上高は
前期を上回りました。
　ファインケミカルにつきましては、医薬品関連
製品の出荷が減少したものの、半導体用途の特殊
ガス関連製品や半導体リソグラフィ関連製品、リ
チウムイオン電池用電解液製品の出荷が増加し
たため、売上高は前期を上回りました。
　肥料につきましては、省力肥料の出荷が堅調に
推移しましたが、一部製品の需要が減少したこと
により、売上高は前期を下回りました。
　ガラス繊維につきましては、電材及び自動車分
野が出荷減となり、売上高は前期を下回りまし
た。
　以上、化成品事業の売上高は86,602百万円（前
期比6.7%増）となり、損益につきましては
10,295百万円の営業利益（前期比296百万円の
増加）となりました。
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❷  設備投資の状況
　当連結会計年度におきましては、加工ガラス製品製造設備、電解液製造設備など
を中心に設備投資を行い、合計で201億円の設備投資を実施いたしました。

■ 当連結会計年度中に完成した主要な設備
化成品生産技術センター 新設 （宇部工場）
肥料製品製造設備 新設 （セントラル化成）
電解液製造設備 新設 （セントラルガラスチェコ

　s.r.o.）
ファインケミカル製品製造設備 拡充 （宇部工場）

■ 当連結会計年度継続中の主要な設備
加工ガラス製品製造設備 拡充 （松阪工場）
加工ガラス製品製造設備 新設 （セントラル硝子プラント

　サービス）
加工ガラス製品製造設備 拡充 （カーレックスガラス

　アメリカ,LLC）
ファインケミカル製品製造設備
電解液製造設備

拡充
新設

（宇部工場）
（セントラルガラスチェコ
　s.r.o.）
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❸  資金調達の状況
　当連結会計年度の所要資金は、借入金、社債及び自己資金により賄っております。

❹  重要な企業再編等の状況
　該当ありません。

❺  対処すべき課題
　今後の見通しにつきましては、国内景気は雇用や企業収益の改善基調の継続が期
待されるものの、為替や重油の変動や米国と中国の政治並びに景気動向、世界的な
地政学的リスクの高まりなど懸念材料が依然として残っており、当社グループを取
り巻く環境は今後も予断を許さない状況が続くものと思われます。
　当社グループといたしましては、生産販売体制の強化と原価低減の推進など経営
全般にわたる効率化を進めるとともに、基幹事業における構造改革の推進、研究開
発及び技術開発の強化、成長分野への経営資源の重点的な投入や海外展開の加速に
より、グループ企業力の強化に努めて参ります。
　株主各位におかれましては、今後とも一層のご支援とご鞭撻を賜りますようお願
い申しあげる次第でございます。

　なお、当連結会計年度において、建物の開口部などに使用されている強化ガラス
及び耐熱強化ガラスの一部につき、生産委託先の１社（現在では事業買収により当
社子会社であるセントラル硝子プラントサービス㈱大阪工場）が当社基準で本来実
施するべきヒートソーク処理を一部実施せずに出荷していたことが判明いたしまし
た。また、これを契機として、セントラル硝子プラントサービス㈱大阪工場はJIS認
証の取消しの通知を2018年12月21日付で受領いたしました。
　株主の皆様やお取引先様をはじめ関係者の皆様に多大なるご心配、ご迷惑をお掛
けしましたことを心よりお詫び申しあげます。
　今後は、品質管理の体制を再構築し強化することにより再発防止を図り信頼回復
に努めてまいりますので、何卒、ご理解を賜りますようお願い申しあげます。
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❻  財産及び損益の状況

区分 第102期
（2016年３月期）

第103期
（2017年３月期）

第104期
（2018年３月期）

第105期
（当連結会計年度）
（2019年３月期）

売上高 (億円) 2,353 2,288 2,278 2,292
経常利益 (億円) 146 150 63 111
親会社株主に帰属する
当期純利益 (億円) 100 107 29 75

１株当たり当期純利益 ※１ (円) 242.00 261.02 　　73.45 186.44
純資産 (億円) 1,599 1,729 1,756 1,689
１株当たり純資産額 ※１ (円) 3,804.85 4,156.13  4,255.09 4,083.74
総資産 ※2 (億円) 2,776 3,140 3,168 3,071
※１ 2017年10月１日付で、普通株式５株につき１株の割合で株式併合を実施しております。これに伴い、第102
期の期首に株式併合が行われたものとして１株当たり当期純利益及び１株当たり純資産額を算定しております。
※２ 「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 2018年２月16日）を105期の期首よ
り適用しております。これに伴い、102期以降の総資産については遡及適用した場合の数値を記載しております。
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❼  重要な子会社の状況
(1) 重要な子会社の状況

会　　社　　名 資　　本　　金 当 社 の
出資比率 主 要 な 事 業 内 容

セントラル硝子販売㈱ 百万円
200

％
100.0

建築、住宅用ガラスの加工、卸、販売、
施工

セ ン ト ラ ル 化 成 ㈱ 310 100.0 被覆肥料、塩安、化成肥料及びその関連
製品の製造、加工、販売

セ ン ト ラ ル ・
サ ン ゴ バ ン ㈱ 301 65.0 自動車用ガラス及びその他ガラス製品

の購入、販売、輸出入

㈱ 東 商 セ ン ト ラ ル 30 100.0 各種物資の販売、保険代理業、貨物運送
業、包装荷役

セ ン ト ラ ル
グ ラ ス フ ァ イ バ ー ㈱ 375 100.0 ガラス長繊維、ガラス短繊維及びその関

連製品の製造、加工、販売
セ ン ト ラ ル
エ ン ジ ニ ア リ ン グ ㈱ 30 100.0 各種プラント等の設計及び施工、機械装

置の製作、修理

セ ン ト ラ ル 硝 子
プ ラ ン ト サ ー ビ ス ㈱ 20 100.0

木箱、パレットなどの製造・販売、板ガ
ラスの切断、二次加工、工場施設の保
全、装置の製作・修理

カ ー レ ッ ク ス  ガ ラ ス
アメリカ, LLC

36,453
千米ドル 100.0 フロートガラスの製造及び自動車用ガ

ラスの製造、販売
カ ー レ ッ ク ス  ガ ラ ス
ルクセンブルク S.A.

16,110
千ユーロ 100.0 自動車用ガラスの製造、販売

セ ン ト ラ ル ガ ラ ス
チェコs.r.o.

20
百万CZK 100.0 リチウムイオン二次電池用電解液の製

造、販売

ジ ェ イ セ ル ㈱ 11,500
百万ウォン 65.0 リチウムイオン二次電池用電解液の製

造、販売、及び技術サービスの提供
基 佳 電 子 材 料
股 份 有 限 公 司

50,000
千新台湾ドル 71.5 情報・電子産業用特殊ガスの販売

浙 江 中 硝 康 鵬
化 学 有 限 公 司

115,092
千元 60.0 リチウムイオン二次電池用電解液及び

フッ素ケミカルの製造、販売
ノ ー ス ウ ェ ス タ ン
インダストリーズ, Inc.

1,000
千米ドル 100.0 建築用加工ガラスの製造、販売

(注)重要な子会社は、主に総資産の基準により選定しております。

(2) 事業年度末日における特定完全子会社の状況
　該当ありません。
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❽  主要な事業内容
● ガラス事業
建築用ガラス
フロート板ガラス、型板ガラス、網入板
ガラス、熱線反射ガラス、加工ガラス（強
化ガラス、耐熱ガラス、合わせガラス、
複層ガラス、防犯ガラス）、鏡、防曇鏡、
装飾ガラス、スクリーンガラス、薄板ガ
ラス、化学強化ガラス、ガラスフリット・
ペースト

日本国内の建築、住宅産
業向けを主として、スタ
ンダードな製品から高機
能、特殊用途まで、多様
なガラス製品を提供して
います。特に安全で安心
な住環境と、環境負荷の軽減・省エネルギ
ー化を主眼とした製品の拡充を進めてい
ます。

自動車用ガラス
赤外線カットガラス、紫外線カットガラ
ス、アンテナ付ガラス、プライバシーガ
ラス、モジュールガラス、遮音ガラス、
熱線付きガラス、ヘッドアップディスプ
レイ用ガラス、各種安全ガラス

各国の主要な自動車メー
カーに安全性、快適性、
デザイン性が高く最新の
技術動向に対応した高品
質で多様な製品を日米欧
の生産拠点から提供して
います。

● 化成品事業
化学品
フルオロカーボン製品、ポリ塩化アルミ
ニウム、石膏、フッ化水素酸

環境性能に優れた次世
代フルオロカーボン製
品をはじめ、各種産業
の基礎材料となる無
機・有機化学製品を提
供しています。

肥料
被覆肥料、塩加燐安、ＮＫ化成、塩安、
有機化成、微生物農薬・資材

省力・労力軽減・低コス
トに貢献する被覆肥料を
中心に、主に水稲用肥料
を提供しています。
また、環境保全型農業に
役立つ自然界の微生物を
利用した微生物農薬・資材も提供していま
す。

ファインケミカル
医農薬原体・中間体、フッ素系有機・無
機薬品、半導体用高純度フッ化物ガス、
リチウムイオン二次電池用電解液

世界の吸入麻酔薬の中心を
なす麻酔原薬をはじめ、各
種医薬品原薬・中間体、農
薬原体・中間体、化粧品原
体・中間体、モノマー、当
社が世界に先駆けて開発し
た半導体製造装置用クリー
ニングガスや半導体回路パターン倒壊防止剤
（パターンキーパー）、電池の出力性能を向上
させる添加剤を使用したリチウムイオン二次電
池用電解液を提供しております。
ガラス繊維
長繊維、短繊維

長繊維（グラスファイバ
ー）と短繊維（グラスウ
ール）の両分野の製品を
提供しています。自動車
関連用途、電子材料用途
等を中心として、特殊な
素材・製品の展開に注力
しています。
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❾  主要な営業所及び工場
(1) 当　社

名　　　　称 所 在 地 名　　　　称 所 在 地

本 社 東 京 都 川 崎 工 場 神奈川県

宇 部 工 場 山 口 県 化 学 研 究 所 埼 玉 県

松 阪 工 場 三 重 県 硝 子 研 究 所 三 重 県

(2) 子会社

名　　　　称 所 在 地 名　　　　称 所 在 地

セントラル硝子販売㈱ 千 葉 県 カ ー レ ッ ク ス  ガ ラ ス
アメリカ, LLC 米 国

セ ン ト ラ ル 化 成 ㈱ 東 京 都 カ ー レ ッ ク ス  ガ ラ ス
ルクセンブルク S. A. ルクセンブルク

セントラル・サンゴバン㈱ 東 京 都 セ ン ト ラ ル ガ ラ ス
チ ェ コ s . r . o . チ ェ コ

㈱ 東 商 セ ン ト ラ ル 東 京 都 ジ ェ イ セ ル ㈱ 韓 国

セントラルグラスファイバー㈱ 三 重 県 基佳電子材料股份有限公司 台 湾

セントラルエンジニアリング㈱ 山 口 県 浙江中硝康鵬化学有限公司 中 国

セ ン ト ラ ル 硝 子
プ ラ ン ト サ ー ビ ス ㈱ 三 重 県 ノ ー ス ウ ェ ス タ ン

インダストリーズ,  I n c . 米 国

8
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❿  従業員の状況
事　業　部　門 従　業　員　数

ガ ラ ス 事 業 4,843名

化 成 品 事 業 1,989名

合　　　　　計 6,832名

⓫  主要な借入先の状況
借　　　入　　　先 借　　　入　　　額

億円

㈱ み ず ほ 銀 行 129

㈱ 三 井 住 友 銀 行 122

シ ン ジ ケ ー ト ロ ー ン 40

農 林 中 央 金 庫 39

㈱ 山 口 銀 行 39

三 井 住 友 信 託 銀 行 ㈱ 35
 

（注）シンジケートローンは、株式会社みずほ銀行をエージェントとする協調融資によるものでありま
す。

⓬  その他企業集団の現況に関する重要な事項
　　 該当ありません。
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■  会社の現況

❶  株式の状況
(1) 発行可能株式総数 171,903,980株
(2) 発行済株式の総数 42,975,995株
(3) 株主数 10,045名
(4) 大株主

株　　　　　主　　　　　名 持　　株　　数 持　株　比　率

野村　絢 2,170千株 5.36%

みずほ信託銀行㈱ 退職給付信託 みずほ銀行口
再信託受託者　資産管理サービス信託銀行㈱ 2,017 4.98

NORTHERN TRUST CO.（AVFC）RE SILCHESTER INTERNATIONAL 
I N V E S T O R S I N T E R N A T I O N A L V A L U E E Q U I T Y T R U S T 1,928 4.76

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 1,904 4.70

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 1,698 4.19

NORTHERN TRUST CO.(AVFC) RE U.S. TAX EXEMPTED 
PENSION FUNDS 1,038 2.56

DFA INTL SMALL CAP VALUE PORTFOLIO 977 2.41

日本マスタートラスト信託銀行㈱（退職給付信託口・
山口銀行口） 860 2.12

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口５） 837 2.07

ＮＯＲＴＨＥＲＮ ＴＲＵＳＴ ＣＯ．（ＡＶＦＣ）ＳＵＢ Ａ／Ｃ
ＮＯＮ ＴＲＥＡＴＹ 781 1.93

 
（注）１．当社は、自己株式を2,473,361株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。

２．持株比率は自己株式を控除して計算しております。

● 所有者別状況
持　　株　　数 持　株　比　率

■ 個人・その他 9,855千株 22.93％

■ 金融機関 14,334 33.35

■ 金融商品取引業者 377 0.88

■ その他の国内法人 5,236 12.19

■ 外国法人等 13,170 30.65

10
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❷  会社役員の状況
(1) 取締役及び監査役の状況

会社における地位 担当及び重要な兼職の状況 氏　　　名
代 表 取 締 役
会 長 皿 澤 修 一

代 表 取 締 役
社 長 執 行 役 員 清 水 　 正

取 締 役
常 務 執 行 役 員 硝子事業統括 髙 山 　 聡

取 締 役
常 務 執 行 役 員

化成品事業企画部、知的財産部、化学研究所、硝
子研究所　担当 古 俣 武 夫

取 締 役
常 務 執 行 役 員

医療化学品営業部、精密化学品営業部、電子材料
営業部、エネルギー材料営業部　担当 前 田 一 彦

取 締 役
常 務 執 行 役 員

経理部、情報システム部、購買部、財務報告リス
ク評価委員会　担当 岩 崎 成 俊

取 締 役 相 澤 益 男
取 締 役 [重要な兼職の状況]

一般財団法人化学研究評価機構　理事長 西 出 徹 雄

取 締 役
[重要な兼職の状況]
弁護士　あさひ法律事務所　パートナー
森トラスト・ホテルリート投資法人　監督役員

鯉 沼 希 朱

常 勤 監 査 役 西 村 泰 信
常 勤 監 査 役 近 藤 隆 寛

監 査 役 [重要な兼職の状況]
四国化成工業株式会社　監査役 井 出 義 男

監 査 役 岡 田 照 美
監 査 役 菊 池 　 謙
（注）１．取締役相澤益男氏、取締役西出徹雄氏及び取締役鯉沼希朱氏は、社外取締役であります。

２．監査役井出義男氏、監査役岡田照美氏及び監査役菊池謙氏は、社外監査役であります。
 

３．当社は、取締役相澤益男、取締役西出徹雄、取締役鯉沼希朱、監査役井出義男、監査役岡田
照美及び監査役菊池謙の各氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届出ております。

４．取締役常務執行役員の岩崎成俊氏は、2019年３月31日をもって健康上の理由により辞任いた
しました。

11
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５．退任取締役及び監査役
取 締 役 村田　茂輝 2018年６月28日退任

取 締 役 青木　重之 2018年６月28日退任

常 勤 監 査 役 大野　勝則 2018年６月28日退任

【ご参考】
当社は執行役員制度を導入しており、2019年３月31日現在の執行役員（取締役兼務
者を除く）は以下の通りであります。

会社における地位 担当 氏　　　名

常 務 執 行 役 員
国際部、化成品営業部、アグリ・バイオ事業推進室、硝子
繊維部　担当
上海中硝商貿有限公司　董事長

入 澤 　 稔

執 行 役 員 硝子販売部　担当
セントラル硝子販売株式会社　取締役社長 設 樂 正 義

執 行 役 員

化成品事業企画部（化成品事業企画部長）、化成品品質保
証室、環境安全品質マネジメント部、環境安全推進委員会、
製品安全対策委員会　担当
セントラルガラスインターナショナル,Inc.　取締役社長

徳 永 敦 之

執 行 役 員 化成品生産技術センター、宇部工場（宇部工場長）、川崎
工場　担当 久 米 孝 司

執 行 役 員 自動車機材部　担当
セントラル・サンゴバン株式会社　取締役社長 小 川 　 徹

執 行 役 員 硝子企画部（硝子企画部長）、硝子品質保証室　担当
セントラルガラスアメリカ,Inc.　取締役社長 湯 浅 　 章

執 行 役 員
経営管理室（経営管理室長）、人事部、監査部、独占禁止
法遵守推進委員会、安全保障貿易管理委員会、コンプライ
アンス推進委員会　担当

宮 内 　 徹

執 行 役 員 硝子生産技術センター、松阪工場（松阪工場長）　担当 德 島 傳 三

（注）2019年４月１日付で巻幡良忠氏が執行役員に新たに就任しております。

(2) 責任限定契約の内容の概要
　社外取締役及び監査役全員との間で、責任限度額を会社法第425条第１項に定め
る最低責任限度額とする責任限定契約を締結しております。

12
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(3) 取締役及び監査役の報酬等の総額

区　　　　　　　　分 支　給　人　員 支　　給　　額
取　　　　締　　　　役

（うち社外取締役）
11名

（3）
243百万円

（27）
監　　　　査　　　　役

（うち社外監査役）
6名

（3）
59百万円

（24）
合　　　　　　　　計 17名 302百万円

（注）１．取締役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第92回定時株主総会において月額3,600万円
以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいております。

２．監査役の報酬限度額は、2006年６月29日開催の第92回定時株主総会において月額1,000万円
以内と決議いただいております。

３．当事業年度末現在の取締役は９名（うち社外取締役は３名）、監査役は５名（うち社外監査
役は３名）であります。上記取締役及び監査役の支給人員と相違しておりますのは、2018年
６月28日開催の第104回定時株主総会終結の時をもって退任した取締役２名及び監査役１名
が含まれているためであります。

(4) 社外役員に関する事項
①　他の法人等との重要な兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合及び他の

法人等の社外役員の場合）及び当社と当該他の法人等との関係
　社外取締役西出徹雄氏の兼職先である一般財団法人化学研究評価機構は、当
社との関係で記載すべき事項はありません。
　社外取締役鯉沼希朱氏の兼職先であるあさひ法律事務所及び森トラスト・ホ
テルリート投資法人は、当社との関係で記載すべき事項はありません。
　社外監査役井出義男氏の兼職先である四国化成工業株式会社とは取引関係が
ありますが、その取引金額は2018年度において当社売上高の0.01%未満であり
ます。

②　当事業年度における主な活動状況
社外取締役　相澤益男

　当事業年度に開催された取締役会15回中13回に出席いたしました。
　出席した取締役会においては、長年にわたる研究者、大学教授、学長及び科
学技術分野における公的機関の有識者としての経験、識見に基づき、取締役及
び使用人等からの職務の執行状況についての報告事項や決議事項について適宜
質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。
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社外取締役　西出徹雄
　当事業年度に開催された取締役会15回の全てに出席いたしました。
　出席した取締役会においては、長年にわたる行政官、大学教授及び業界団体
の運営に携わった幅広い経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務
の執行状況についての報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必
要に応じ社外の立場から意見を述べております。

社外取締役　鯉沼希朱
　当事業年度の就任後に開催された取締役会12回の全てに出席いたしました。
　出席した取締役会においては、長年にわたる弁護士として企業法務に関する
豊富な経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況につい
ての報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立
場から意見を述べております。

社外監査役　井出義男
　当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会16回の全てに出席い
たしました。
　出席した取締役会及び監査役会においては、日清紡績株式会社（現日清紡ホ
ールディングス株式会社）において長年にわたる業務、経営に携わってこられ
た経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況についての
報告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場か
ら意見を述べております。

社外監査役　岡田照美
　当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会16回の全てに出席い
たしました。
　出席した取締役会及び監査役会においては、協和醗酵工業株式会社（現協和
発酵キリン株式会社）等において長年にわたる業務、経営に携わってこられた
経験、識見に基づき、取締役及び使用人等からの職務の執行状況についての報
告事項や決議事項について適宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から
意見を述べております。
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社外監査役　菊池　謙
　当事業年度に開催された取締役会15回の全て、監査役会16回の全てに出席い
たしました。
　出席した取締役会及び監査役会においては、太平洋セメント株式会社等にお
いて長年にわたる業務、経営に携わってこられた経験、識見に基づき、取締役
及び使用人等からの職務の執行状況についての報告事項や決議事項について適
宜質問するとともに、必要に応じ社外の立場から意見を述べております。

※なお、上記の社外取締役及び社外監査役の各氏は、当連結会計年度において
発覚した生産委託先の１社（現在では事業買収により当社子会社であるセント
ラル硝子プラントサービス㈱大阪工場）における強化ガラス及び耐熱強化ガラ
スに係わるヒートソーク処理の未実施、同工場におけるJIS認証取り消しについ
て、本件を厳粛に受け止め、再発防止策や品質管理体制を含むガバナンスの強
化に向けた提言を行うなど、その責務を果たしております。

③　独立性及び選任理由
　当社の社外取締役及び社外監査役は、一般株主と利益相反が生じるおそれの
ない独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締
役会の恣意的な判断を排除するための機能と役割を担う役員であります。
　社外取締役及び社外監査役を選任するための当社からの独立性に関する基準
は、以下の基準に抵触しない方としております。
⒜ 当社を主要な取引先とする者又はその業務執行者
⒝ 当社の主要な取引先又はその業務執行者

 

⒞ 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタン
ト・会計専門家又は法律専門家

⒟ 当社の主要株主又は主要株主の業務執行者
⒠ 当社又はその子会社の業務執行者
⒡ 当社又はその子会社の非業務執行取締役（社外監査役の場合）

社外取締役  相澤益男
　相澤益男氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわた
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る研究者、大学教授、学長及び科学技術分野における公的機関の有識者として
の経験、識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしておりま
す。なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の
独立性の基準に抵触する方はございません。また、同氏は科学技術振興機構の
顧問に就任されており、同機構は当社との間に取引関係がありますが、その取
引金額は2018年度において当社売上原価の0.01％未満であり、特別の利害関係
を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。なお、
同氏は相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその
出身者ではございません。
　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。

社外取締役  西出徹雄
　西出徹雄氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわた
る行政官、大学教授及び業界団体の運営に携わった幅広い経験・識見を当社の
経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。なお、現在及び過
去において、同氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の独立性の基準に抵触す
る方はございません。また、同氏は一般社団法人日本化学工業協会の職務に携
わった経験があり、当社と同協会との間には取引関係がありますが、その取引
金額は2018年度において当社売上原価の0.01％未満であることから、当社の売
上原価に鑑みると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく、同氏は独立性
を有すると考えております。なお、同氏は相互就任の関係にある先の出身者、
当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。

社外取締役  鯉沼希朱
　鯉沼希朱氏は、社外取締役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、長年にわた
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る弁護士としての企業法務に関する豊富な経験・識見を当社の経営に生かして
頂ける方であるため選任いたしております。なお、現在及び過去において、同
氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の独立性の基準に抵触する方はございま
せん。なお、同氏は相互就任の関係にある先の出身者、当社の取引先又はその
出身者、当社が寄付を行っている先又はその出身者ではございません。
　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。

社外監査役  井出義男
　井出義男氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、日清紡ホー
ルディングス株式会社において長年にわたる業務・経営等に携わってこられた
経験・識見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。
なお、現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の独立
性の基準に抵触する方はございません。また、同氏は日清紡ホールディングス
株式会社の出身であり、同社は当社株式を0.99％保有しており、当社は同社の
株式を0.96％保有しておりますが、株式の割合を鑑みると、特別の利害関係を
生じさせる重要性はなく、同氏は独立性を有すると考えております。また、同
氏は現在、当社の取引先又はその出身者、当社が寄付を行っている先又はその
出身者ではございません。なお、同社社外監査役に当社出身者である川上　洋
氏が就任しておりましたが、2019年３月28日付で退任しております。
　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。

社外監査役  岡田照美
　岡田照美氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、協和発酵キ
リン株式会社等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた経験・識
見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。なお、
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の独立性の基
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準に抵触する方はございません。また、同氏は現在、当社の取引先又はその出
身者、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄付を行っている先又はその
出身者ではございません。　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ております。

社外監査役  菊池　謙
　菊池　謙氏は、社外監査役として、一般株主と利益相反が生じるおそれのな
い独立性を備えた役員であり、取締役会の判断の公正を担保し、且つ、取締役
会の恣意的な判断を排除するための役割を担える方であり、且つ、太平洋セメ
ント株式会社等において長年にわたる業務・経営に携わってこられた経験・識
見を当社の経営に生かして頂ける方であるため選任いたしております。なお、
現在及び過去において、同氏及びその近親者の方で、上記⒜～⒡の独立性の基
準に抵触する方はございません。また、同氏は太平洋セメント株式会社の出身
であり、当社と同社との間には取引関係がありますが、その取引金額は2018年
度において当社売上原価の0.01％未満であることから、当社の売上原価に鑑み
ると、特別の利害関係を生じさせる重要性はなく同氏は独立性を有すると考え
ております。なお、同氏は現在、相互就任の関係にある先の出身者、当社が寄
付を行っている先又はその出身者ではございません。
　当社は、同氏を東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取
引所に届け出ております。
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❸  会計監査人の状況
(1) 名称　　　　  八重洲監査法人

(2) 報酬等の額
支　　払　　額

当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 57百万円

当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額 61百万円

（注）１．会計監査人の報酬等に対する監査役会の同意理由
「会計監査人の評価及び選定基準」に基づき、監査役会は、会計監査人の報酬等の適正性に
関し、会計監査人から提示された監査方針・監査計画の内容及び前期との比較、職務遂行状
況、前期の報酬等との比較、経理部門との意見交換などに基づき、当社グループの監査環境
及び内部統制システムに対するリスク評価等を踏まえた適切な体制及び計画のもとで会計監
査を遂行するのにふさわしい報酬であると判断いたしましたので、会計監査報酬に同意して
おります。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当事業
年度に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

(3) 会計監査人の解任又は不再任の決定方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判
断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任又は不再任に関する議案の内
容を決定いたします。
　また、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認めら
れる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場合、
監査役会が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総会において、会計監
査人を解任した旨及びその理由を報告いたします。
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❹  業務の適正を確保するための体制
(1) 当社及び子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること

を確保するための体制
①取締役会は、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な事項を審議・決
議し、取締役及び執行役員の業務執行を監督する。
②コンプライアンス推進委員会を設置し、同委員会を通じコンプライアンスに関す
る研修等を行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンスを
尊重する意識を醸成する。当社の取締役会の意思決定の適法性、効率性、妥当性を
高めるため、独立性のある社外取締役を選任する。
③内部通報窓口について、社内窓口のほか、社外（弁護士事務所）へも窓口を設置
し、組織的又は個人的な法令違反行為等に関する早期発見と是正を図り、コンプラ
イアンスの強化に資する。
④内部監査部門である監査部は、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について監
査を行う。監査状況については、代表取締役に報告を行うとともに、監査役にも適
宜報告し、内部監査の実効性をより高める。

(2) 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
①取締役会、委員会等の各種会議体の議事録作成は、各会議体の規程で定めるとと
もに、その他重要な意思決定に関する文書の作成は、稟議規程で定める。文書の整
理、保存及び廃棄については、情報の適切な管理を行うため､文書保存管理規程を制
定する。
②取締役及び監査役は、これらの議事録及び重要文書をいつでも閲覧することがで
きる。

(3) 当社及び子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
①特に重要と認められるリスクに関しては、これに対応した各種委員会を設置し規
程を制定する。各事業部門及び管理部門は、子会社を含めたそれぞれの部門に応じ
たリスクの管理を行う。
②新たなリスクが生じ若しくは生じ得る場合は、速やかに対応責任者となる執行役
員を定める。また、当社の取締役会は、随時、委員会、担当執行役員から報告を受
け、若しくはこれらに対し報告を求め、社会的責任を含めたリスクの把握に努め、
必要な対応策を講じる。
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(4) 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
①執行役員制度を導入し､重要な経営事項の意思決定及び業務執行の監督機能並び
に業務執行機能を分離して取締役会をスリム化するとともに、職務権限を分担し、
業務機構、業務分掌及び職制を定めて、指揮命令系統を明確化し、意思決定が迅速
且つ適切に実行される体制を整備する。
②経営会議は、役付執行役員及び取締役会で定めた担当を持つ執行役員で構成し、
業務執行上重要な事項を審議・決議し、取締役会への上程議案を審議する。

(5) 企業集団における業務の適正を確保するための体制
（子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の報告に関する体制・子会社の取締役

等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制）
①関係会社規程を定め、子会社の状況に応じた必要な管理を行う。
②関係会社規程に従い、各子会社に対する総括責任者として当社担当役員をそれぞ
れ定めるとともに、各子会社の業務について指導、監督する当社管理部署をそれぞ
れ定めて、各管理部署は子会社の業務状況について適宜総括責任者に報告、協議す
るものとする。
③関係会社規程に従い、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっては当社に承
認を得るとともに、必要に応じて、決算、業務内容を当社重要会議に報告するもの
とする。

(6) 監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用
人に関する事項

　監査役会に事務局を置き、監査役を補助すべき使用人として、監査役スタッフが
これにあたり、必要な人員を配置する。また、内部監査、経理、総務、法務部門も
監査役を補助する。

(7) 監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの独立性に関する事項
①監査役は、監査役スタッフの取締役及び執行役員からの独立性の確保に留意し、
必要あると認めたときは、取締役及び執行役員との間で協議の機会を持たなければ
ならないこととする。
②監査役を補助すべき使用人の人事異動、懲戒に関しては、監査役の事前の同意を
得るものとする。
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(8) 監査役の職務を補助すべき使用人に対する指示の実効性の確保に関する事項
①企業規模、業種、経営上のリスクその他会社固有の事情を考慮し、監査の実効性
の確保の観点から、監査役の職務を補助すべき使用人の体制の強化に努めるものと
する。
②補助使用人に関して、監査役監査の実効性を妨げる特段の事情が認められる場合
には、監査役は、代表取締役等又は取締役会に対して必要な要請を行うこととする。

(9) 取締役及び使用人が監査役に報告するための体制・子会社の取締役、監査役、使
用人又はこれらの者から報告を受けた者等が監査役に報告するための体制

①監査役は、取締役及び執行役員等が業務の執行状況を報告する取締役会に出席し
その報告を聞くほか、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、
取締役会、重要な会議又は委員会に出席するとともに、出席しない場合には、付議
事項についての説明を受け、関係資料を閲覧する。
②取締役及び執行役員は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実があること
を発見したときは、これを直ちに報告しなければならない。
③取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又はこれら
の者から報告を受けた者等は、監査役から調査、報告若しくは説明を求められた場
合は、速やかに報告しなければならない。

(10) 監査役に報告した取締役及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、使用人又は
これらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として不利な取扱
いを受けないことを確保するための体制

　監査役に報告した取締役、執行役員及び使用人並びに子会社の取締役、監査役、
使用人又はこれらの者から報告を受けた者等が当該報告をしたことを理由として不
利な取扱いを受けてはならない。

(11) その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
①監査役は、代表取締役、内部監査部門、会計監査人と定期的に会合を持つ等の方
法により、適宜意見交換を行う。
②監査役は、職務の執行について生ずる費用の前払又は償還の手続その他の当該職
務の執行について生ずる費用又は債務の処理について会社に請求することができる。
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(12) 業務の適正を確保するための体制の運用状況
①当社グループにおける業務の適正を確保するための体制
　当社グループは、「企業理念」を掲げ、この「企業理念」の下、当社の利害関係
者に対して、誠実な企業活動を行うための行動規範として「行動規範」を制定し、
当社及び当社の子会社を含めて全社的に規範の実践を推進している。
　取締役会は、９名の取締役（うち社外取締役３名）で構成し、原則として月１回、
また必要に応じて適宜開催し、取締役会規則に則り法定決議事項及び経営上重要な
事項を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督し
ている。
　当社管理部署は各子会社の業務について指導、監督を行い、その状況を適宜総括
責任者に報告、協議している。また、子会社は重要な経営事項の意思決定にあたっ
ては当社に承認を得るとともに、決算、業務内容を当社重要会議に報告している。
　関係会社社長が出席する会議を年１回開催しており、当社グループの経営課題に
ついて意見交換と情報共有を行っている。
　内部監査部門である監査部は、法令、定款及び社内規程等の遵守状況について監
査を行っている。監査状況については、代表取締役に報告を行うとともに、監査役
にも適宜報告している。
②コンプライアンスを確保するための体制
　当事業年度においてコンプライアンス推進委員会を３回開催し、その活動状況を
取締役会に報告するとともに、同委員会を通じコンプライアンスに関する研修等を
行うことにより、コンプライアンスの理解を深め、コンプライアンス遵守の推進を
行っている。
　具体的には、当社の社員を対象としたコンプライアンス教育、反社会的勢力の排
除、インサイダー取引規制に関する規程の整備、グループ税務方針の策定等を必要
に応じて行っている。
③リスク管理に関する体制
　当事業年度において各種委員会を適宜開催し、各専門テーマに関する審議、調査、
指導、啓蒙活動を行い、その活動状況を取締役会に報告している。また、各事業部
門及び管理部門は、子会社を含めたそれぞれの部門に応じたリスクの管理を行って
いる。
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　また、営業秘密・重要文書等の情報資産の適切な保護と管理のため、「営業秘密
管理規程」、「営業秘密管理基準」、「文書保存管理規程」等を整備している。
④取締役の職務の執行に関する体制
　執行役員制度を導入し、取締役の監督機能と執行役員の業務執行機能を明確化す
ると同時に、定期的に開催する取締役会で、執行役員等から業務執行に関する報告
を受けることとし、業務執行の監督体制を整備、充実している。
　当事業年度において取締役会を15回開催し、法定決議事項及び経営上重要な事項
を審議・決議し、取締役及び社長をはじめとする執行役員の業務執行を監督してい
る。
⑤監査役の職務の執行に関する体制
　当事業年度において監査役会を16回開催し、監査に関する重要な事項について協
議・決議している。
　取締役会をはじめとする重要な会議に出席し、取締役及び執行役員の職務執行状
況を監査するとともに、各事業場及び子会社等の業務遂行状況に関する監査を行っ
ている。
　代表取締役と定期的に会合を開き、経営上及び監査上の重要な課題等について意
見交換を行っている。
　監査部、会計監査人と定期的に意見交換を行い、相互の連携を図っている。

❺  剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社の利益配分にあたりましては、企業体質の強化をはかるため、研究開発や設
備投資など将来の事業展開のための内部留保の充実を考慮しつつ、長期的視点に立
って業績に見合った安定的な配当を行うことを基本方針といたしております。
　株主様への利益還元につきましては、従来の株主総還元性向に加えDOE（自己資
本配当率）を指標として設定いたします。
　現中期計画期間中においては、2020年度の経営目標としているROE6%をベース
にDOE1.8%とし、株主総還元性向30%以上の目標と併せて利益の還元に努めてま
いります。
　これにより、当事業年度の期末配当金は、１株につき50円とさせていただきまし
た。当事業年度の年間の配当金は、中間配当金25円と合わせて1株当たり75円とな
ります。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 　 　 　 産 　 　 　 の 　 　 　 部 負 　 　 　 債 　 　 　 の 　 　 　 部
流動資産 135,937 流動負債 67,634

現金及び預金 21,732 支払手形及び買掛金 22,251
受取手形及び売掛金 53,245 短期借入金 19,638
商品及び製品 27,544 未払費用 9,471
仕掛品 4,745 未払法人税等 3,459
原材料及び貯蔵品 18,433 賞与引当金 1,473
その他 10,909 損害賠償引当金 8
貸倒引当金 △ 674 その他 11,331

固定資産 171,165 固定負債 70,536
有形固定資産 119,101 社　債 30,400

建物及び構築物 106,235 長期借入金 23,312
減価償却累計額 △ 75,956 繰延税金負債 195
建物及び構築物（純額） 30,279 役員退職慰労引当金 12

機械装置及び運搬具 248,174 特別修繕引当金 6,107
減価償却累計額 △ 197,046 事業構造改善引当金 2,584
機械装置及び運搬具（純額） 51,127 環境対策引当金 19

土　地 25,732 顧客補償等対応費用引当金 5
建設仮勘定 8,256 退職給付に係る負債 7,661
その他 28,271 その他 237

減価償却累計額 △ 24,566 負 債 合 計 138,171
その他（純額） 3,705 純 　 　 資 　 　 産 　 　 の 　 　 部

無形固定資産 1,746 株主資本 149,417
のれん 55 資本金 18,168
その他 1,691 資本剰余金 8,109

投資その他の資産 50,317 利益剰余金 129,535
投資有価証券 42,549 自己株式 △ 6,395
長期貸付金 114 その他の包括利益累計額 15,855
退職給付に係る資産 2,873 その他有価証券評価差額金 16,211
繰延税金資産 2,319 繰延ヘッジ損益 136
その他 2,714 為替換算調整勘定 △ 814
貸倒引当金 △ 253 退職給付に係る調整累計額 321

非支配株主持分 3,659
純 資 産 合 計 168,931

資 産 合 計 307,103 負 債 純 資 産 合 計 307,103
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連 結 損 益 計 算 書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

売上高 229,291
売上原価 180,928

売上総利益 48,363
販売費及び一般管理費 38,264

営業利益 10,098
営業外収益

受取利息 102
受取配当金 1,413
持分法による投資利益 256
為替差益 146
受取賃貸料 557
貯蔵品売却益 436
その他 906 3,820

営業外費用
支払利息 646
休止固定資産費用 310
固定資産廃棄損 910
たな卸資産廃棄損 466
貸倒引当金繰入額 20
その他 444 2,799

経常利益 11,120
特別利益

固定資産売却益 732
投資有価証券売却益 8,338
関係会社清算益 2 9,073

特別損失
固定資産売却損 7
減損損失 9,096
退職給付制度改定損 90 9,194

税金等調整前当期純利益 10,999
法人税、住民税及び事業税 4,862
法人税等調整額 △ 2,078 2,784

当期純利益 8,215
非支配株主に帰属する当期純利益 669
親会社株主に帰属する当期純利益 7,545
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連結株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資　本　金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 18,168 8,109 124,255 △ 6,392 144,141
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 2,023 △ 2,023
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,545 7,545
連 結 範 囲 の 変 動 △ 242 △ 242
自 己 株 式 の 取 得 △ 4 △ 4
自 己 株 式 の 処 分 0 0
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 0 0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － 0 5,279 △ 3 5,276
当 期 末 残 高 18,168 8,109 129,535 △ 6,395 149,417

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配
株主持分 純資産合計そ の 他 有 価 証 券

評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 為 替 換 算
調 整 勘 定

退 職 給 付 に 係 る
調 整 累 計 額

そ の 他 の 包 括
利 益 累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 27,282 37 489 263 28,072 3,414 175,628
当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △ 2,023
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 7,545
連 結 範 囲 の 変 動 △ 242
自 己 株 式 の 取 得 △ 4
自 己 株 式 の 処 分 0
非支配株主との取引に
係る親会社の持分変動 0

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ） △ 11,070 99 △ 1,304 58 △ 12,217 244 △ 11,972

当 期 変 動 額 合 計 △ 11,070 99 △ 1,304 58 △ 12,217 244 △ 6,696
当 期 末 残 高 16,211 136 △814 321 15,855 3,659 168,931
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貸  借  対  照  表
（2019年３月31日現在）

（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
流動資産 86,868 流動負債 41,770

現金及び預金 8,960 支払手形 2,113
受取手形 1,775 買掛金 7,769
売掛金 32,950 短期借入金 16,228
商品及び製品 16,186 リース債務 2
仕掛品 1,120 未払金 3,973
原材料及び貯蔵品 8,684 未払費用 5,891
前払費用 173 未払法人税等 3,176
短期貸付金 6,358 預り金 1,271
未収入金 8,090 賞与引当金 748
その他 2,623 損害賠償引当金 8
貸倒引当金 △ 53 その他 587

固定資産 177,167 固定負債 68,228
有形固定資産 67,887 社　債 30,400

建　物 58,000 長期借入金 23,153
減価償却累計額 △ 43,143 リース債務 3
建物（純額） 14,856 退職給付引当金 6,757

構築物 19,405 役員退職慰労引当金 9
減価償却累計額 △ 14,213 特別修繕引当金 5,920
構築物（純額） 5,191 事業構造改善引当金 1,765

機械及び装置 149,178 環境対策引当金 15
減価償却累計額 △ 129,590 顧客補償等対応費用引当金 5
機械及び装置（純額） 19,587 その他 199

車両運搬具 561
減価償却累計額 △ 514 負 債 合 計 109,999
車両運搬具（純額） 46 純 資 産 の 部

工具、器具及び備品 18,282 株主資本 137,868
減価償却累計額 △ 15,998 資本金 18,168
工具、器具及び備品（純額） 2,283 資本剰余金 8,075

土　地 23,522 資本準備金 8,075
建設仮勘定 2,398 利益剰余金 117,987

無形固定資産 1,031 利益準備金 2,430
ソフトウェア 977 その他利益剰余金 115,557
その他 53 特別償却積立金 97

投資その他の資産 108,248 固定資産圧縮積立金 1,005
投資有価証券 33,280 別途積立金 62,850
関係会社株式 66,042 繰越利益剰余金 51,604
長期貸付金 4,449 自己株式 △ 6,362
長期前払費用 279 評価・換算差額等 16,167
繰延税金資産 603 その他有価証券評価差額金 16,031
その他 3,688 繰延ヘッジ損益 136
貸倒引当金 △ 95 純 資 産 合 計 154,036
資 産 合 計 264,035 負 債 純 資 産 合 計 264,035
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損  益  計  算  書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

売上高 97,151

売上原価 73,654

売上総利益 23,496

販売費及び一般管理費 16,888

営業利益 6,608

営業外収益

受取利息及び受取配当金 2,333

その他 2,483 4,816

営業外費用

支払利息 332

その他 1,395 1,727

経常利益 9,697

特別利益

固定資産売却益 71

投資有価証券売却益 8,338

関係会社清算益 2 8,412

  特別損失

減損損失 9,034

退職給付制度改定損 90 9,124

税引前当期純利益 8,984

法人税、住民税及び事業税 4,480

法人税等調整額 △ 2,325 2,154

当期純利益 6,830
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株主資本等変動計算書
（2018年４月１日から2019年３月31日まで）

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金

資 本
剰 余 金 利　　益　　剰　　余　　金

自 己 株 式 株主資本
合　　計資 本

準 備 金
利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金
利 益 剰 余 金
合 計特 別 償 却

積 立 金
固 定 資 産
圧 縮 積 立 金

別 　 途
積 立 金

繰 越 利 益
剰 余 金

当 期 首 残 高 18,168 8,075 2,430 52 972 62,850 46,876 113,182 △ 6,358 133,067

当 期 変 動 額

特 別 償 却 積 立 金 の 積 立 56 △ 56 － －

特 別 償 却 積 立 金 の 取 崩 △ 11 11 － －

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 積 立 66 △ 66 － －

固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △ 34 34 － －

剰 余 金 の 配 当 △ 2,025 △ 2,025 △ 2,025

当 期 純 利 益 6,830 6,830 6,830

自 己 株 式 の 取 得 △ 4 △ 4

自 己 株 式 の 処 分 0 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 （ 純 額 ）

当 期 変 動 額 合 計 － － － 44 32 － 4,728 4,804 △ 3 4,800

当 期 末 残 高 18,168 8,075 2,430 97 1,005 62,850 51,604 117,987 △ 6,362 137,868

評価・換算差額等
純資産合計

そ の 他 有 価 証 券
評 価 差 額 金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 27,083 37 27,120 160,188

当 期 変 動 額

特 別 償 却 積 立 金 の 積 立 －

特 別 償 却 積 立 金 の 取 崩 －

固定資産圧縮積立金の積立 －

固定資産圧縮積立金の取崩 －

剰 余 金 の 配 当 △ 2,025

当 期 純 利 益 6,830

自 己 株 式 の 取 得 △ 4

自 己 株 式 の 処 分 0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) △ 11,052 99 △ 10,952 △ 10,952

当 期 変 動 額 合 計 △ 11,052 99 △ 10,952 △ 6,151

当 期 末 残 高 16,031 136 16,167 154,036
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連結計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月20日

セントラル硝子株式会社
　取締役会　御中

八　重　洲　監　査　法　人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 三　井　智　宇　　㊞

業務執行社員 公認会計士 渡　邊　考　志　　㊞

業務執行社員 公認会計士 西　山　香　織　　㊞

　当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、セントラル硝子株式会社の2018年４月１日から2019年３
月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計
算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成し適
正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示す
るために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から連結計算書類に対する意見を表明す
ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監
査の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査
計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及
び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リス
ク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連す
る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ
た見積りの評価も含め全体としての連結計算書類の表示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、
セントラル硝子株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況を
すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

31

連結会計監査報告



監査報告書

2019/05/23 16:02:41 / 18482107_セントラル硝子株式会社_招集通知（Ｃ）

計算書類に係る会計監査報告

独立監査人の監査報告書
2019年５月20日

セントラル硝子株式会社
　取締役会　御中

八　重　洲　監　査　法　人
代 表 社 員
業務執行社員 公認会計士 三　井　智　宇　　㊞

業務執行社員 公認会計士 渡　邊　考　志　　㊞

業務執行社員 公認会計士 西　山　香　織　　㊞

　当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、セントラル硝子株式会社の2018年４月１日から
2019年３月31日までの第105期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書
及び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任
　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類及びその附属明
細書を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附
属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任
　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から計算書類及びその附属明細書に対す
る意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監
査を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な虚偽表示がないかどうかについて合
理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリ
スクの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものでは
ないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及び
その附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表
示を検討することが含まれる。
　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

監査意見
　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基
準に準拠して、当該計算書類及びその附属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正
に表示しているものと認める。

利害関係
　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上
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監査役会の監査報告

監　査　報　告　書
　当監査役会は、平成30年４月１日から平成31年３月31日までの第105期事業年度の取締役の職務の執行に関して、各監査役
が作成した監査報告書に基づき、審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
⑴　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結果について報告を受けるほか、

取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。
⑵　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従い、取締役、内部監査部

門その他の使用人等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実施
しました。

①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしまし
た。また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社
から事業の報告を受けました。

②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他株式会
社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施行規則第100条第１項
及び第３項に定める体制の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制シ
ステム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必要に応じて説
明を求め、意見を表明いたしました。

③　事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号イの基本方針及び同号ロの各取組みについては、取締役会
その他における審議の状況等を踏まえ、その内容について検討を加えました。

④　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証するとともに、会計監査人
からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行
が適正に行われることを確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理
基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明を求めまし
た。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本
等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本
等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

２．監査の結果
⑴　事業報告等の監査結果
①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示しているものと認めます。
②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。
③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部統制システムに関する事業

報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
④　事業報告に記載されている会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針については、指

摘すべき事項は認められません。事業報告に記載されている会社法施行規則第118条第３号ロの各取組みは、当該基本
方針に沿ったものであり、当社の株主共同の利益を損なうものではなく、かつ、当社の会社役員の地位の維持を目的
とするものではないと認めます。

⑵　計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶　連結計算書類の監査結果
　会計監査人八重洲監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

　なお、平成30年８月に発覚した生産委託先（現在では事業買収によりセントラル硝子プラントサービス（株）大阪工場）に
おける強化ガラス及び耐熱強化ガラスに係わるヒートソーク処理の未実施、同年12月のJIS認証取り消しについては、重大品質
問題対策会議、経営会議、及び取締役会で顧客への補償対応が審議され、更に、再発防止策の策定・実行及びJIS認証再取得へ
の取組みも定期的かつ適切に協議及び審議されております。また、経営トップは本件をコンプライアンス遵守・リスク管理に
係わる最も重要な経営課題のひとつと位置づけ対処しております。当監査役会は、本件を厳粛に受け止め、再発防止に向けて
法令遵守のさらなる徹底に努めていることを確認しており、今後も会社の対応状況を注視してまいります。

令和元年５月22日
セントラル硝子株式会社　監査役会

常 勤 監 査 役 西　村　泰　信　㊞
常 勤 監 査 役 近　藤　隆　寛　㊞
社 外 監 査 役 井　出　義　男　㊞
社 外 監 査 役 岡　田　照　美　㊞
社 外 監 査 役 菊　池　　　謙　㊞

以　上
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TOPICS

電解液事業における欧州拠点の第１期工場完成

　当社は、欧州へ電解液事業を拡大させるため、2017年３月にチェコ共和国に現地法人
を設立いたしましたが、2019年３月に第１期電解液工場が完成いたしました。
　欧州の自動車排出ガス規制に伴い、リチウムイオン二次電池用電解液の急速な需要拡
大が予想されておりますが、当社も顧客のニーズにいち早く応えられるよう、グローバ
ル市場でのシェア拡大を目指しております。欧州拠点における生産能力は年間20,000
トンを目標としており、現在すでに第２期工場の建設にも取り組んでおります。
　第２期工場が稼働開始した際には、当社グループとして日本国内、韓国及び中国拠点
と合わせて年間約50,000トン以上の生産能力を有することになり、今後も全世界に向け
て供給を行ってまいります。

Central Glass Czech s.r.o.
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株式に関するご案内

■ 特別口座をご利用の株主様へ（特別口座からの振替のご案内）
三井住友信託銀行

特別口座
株券電子化の際に、証券会社の口
座で管理されていなかった株主様
の当社株式は、三井住友信託銀行
に開設した特別口座にて管理して
います。特別口座で管理する単元
株式を売買するためには、あらか
じめ株主様ご自身名義の証券会社
の口座に振替えておく必要があり
ます。

証券会社
口座開設

証券会社に口座をお持
ちでない場合は、株主
様ご自身でお選びいた
だいた証券会社に口座
開設を行ってくださ
い。

口座振替
申請書提出

口座振替申請書を三井
住友信託銀行または口
座を開設した証券会社
へ請求し､必要事項を
ご記入、届出印を押印
のうえ、ご提出くださ
い。

手続完了

証券会社の口座
に株式が振替え
られます｡(所定
の日数がかかり
ますのでご了承
願います。)

■ 単元未満株式の買取・買増制度のご案内
当社株式の証券市場での取引は100株（１単元）単位となっており、単元未満株式（1～99株）を
市場で売買することはできませんので「単元未満株式買取制度」及び「単元未満株式買増制度」を
ご利用ください。

買増請求買取請求 株主様が、ご所有の単元未満株式を当
社に対し、買い取るよう請求する。

株主様が、ご所有の単元未満株式を単
元株式（100株）にするため、当社に
対し株式を売り渡すよう請求する。

単元株式100株保有 単元株式200株保有

60株 当社が買取り 40株 株主様が買増し

買取請求をご利用 買増請求をご利用

買取・買増制度の例（160株ご所有の場合）

160＝100（単元株式）＋60（単元未満株式）

買取・買増請求のお手続きの窓口はこちらです。
証券会社の口座に
記録された株式

お取引の証券会社へご連絡いただき、買取・買増請求の取次ぎ手続きを
行ってください。 お取引の証券会社へ

特別口座に
記録された株式

特別口座の口座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にご連絡い
ただき、買取・買増請求の取次ぎ手続きを行ってください。 三井住友信託銀行株式会社へ
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■ 銀行口座等への振込手続きのご案内
配当金を銀行等の預金口座へ入金する手続きをしていただきますと、配当金支払開始日
に株主様ご指定の口座に振り込まれ、迅速かつ安全・確実に配当金をお受け取りいただ
くことができます。
この機会にご検討くださいますようご案内いたします。
※ 少額投資非課税口座（NISA口座）を開設し、配当金について非課税の適用を受けるためには、株式数比例配

分方式をご選択する必要があります。

振込手続きの方式（次の３種類からお選びください。）
◎証券会社の口座で株式を保有されている株主様は、お取引の証券会社でお手続きをしてください。

❶ 登録配当金受領口座方式 ❷ 株式数比例配分方式 ❸ 個別銘柄指定方式

ご所有のすべての株式等の配当
金をご指定の一つの銀行等の預
金口座で受領する方式です。

ご所有のすべての株式等の配当
金を証券会社の口座を通して受
領する方式です。

ご所有の銘柄ごとに指定した銀
行等の預金口座で配当金を受領
する方式です。

ご留意事項 ご留意事項 ご留意事項

● 振込先口座に「ゆうちょ銀行」の口座
をご指定することはできません。

● 少額投資非課税口座（NISA口座）を
開設し、配当金について非課税の適用
を受けるためには、株式数比例配分方
式をご選択する必要があります。

● 振込先口座に「ゆうちょ銀行」の口座
をご指定することができない銘柄も
ありますので、下記お問い合わせ先に
ご確認ください。

※  特別口座とは、株券電子化実施時（平成21年1月）に株券を証券会社に預託していなかった株主様、又は、単
元未満登録株式をご所有されていた株主様の権利を保全するために、発行会社の申出により株主様名義で開設
した口座です。なお、特別口座をお持ちの株主様で、株式数比例配分方式による手続きをする場合には、事前
に特別口座の株式を証券会社の一般口座に振替える必要があります。
なお、証券会社で開設する「特定口座」とは異なりますので、ご注意ください。

● お問い合わせ先 証券会社の口座で株式を保有されている株主様 ➡ 証券会社
[それ以外の株主様] 三井住友信託銀行　証券代行部

フリーダイヤル 0120-782-031（受付時間：平日9:00～17:00）
(郵便物送付先)：〒168-0063　東京都杉並区和泉二丁目8番4号
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株式に関する『マイナンバー制度』のご案内
マイナンバー制度（＊）とは、国民一人ひとりにマイナンバーを配布し、その番号によって
複数の行政機関に存在する個人の情報を正確に連携させるための新しい社会基礎です。

（＊）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成25年5月31日法律第27号）

マイナンバーの保護措置・利用範囲・ご提供について

●マイナンバーの取扱いには、法律により厳格な保護措置が設けられています。
●マイナンバーの利用範囲は、社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。
●マイナンバーは、社会保障や税に関する事務に限定して、ご提供をお願いする事ができます。

市区町村から通知されたマイナンバーは、株式の税務関係のお手続きで必要となります。
このため、株主様から、お取引の証券会社等へマイナンバーを

お届出いただく必要がございます。

株式関係業務におけるマイナンバーの利用
法令に定められたとおり、支払調書には株主様のマイナンバーを記載し、
税務署へ提出いたします。

主な支払調書 ＊ 配当金に関する支払調書
＊ 単元未満株式の買取請求など株式の譲渡取引に関する支払調書

マイナンバーのお届出に関するお問い合わせ先

● 証券口座にて株式を管理されている
　 株主様
　 お取引の証券会社までお問い合わせくだ
　 さい。

● 証券会社とのお取引がない株主様
　 下記フリーダイヤルまでお問い合わせください。
　 　三井住友信託銀行 証券代行部
　 　フリーダイヤル　0120-782-031
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株　主　メ　モ

事 業 年 度 毎年４月１日から翌年３月31日まで

定 時 株 主 総 会 毎年６月下旬

基 準 日 定時株主総会の議決権：毎年３月31日
期末配当：毎年３月31日
中間配当：毎年９月30日

公 告 方 法 電子公告
但し、事故その他やむを得ない事由によって電子公告によ
る公告をすることができない場合は、日本経済新聞に掲載
して行います。

株主名簿管理人 東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

特 別 口 座 の
口 座 管 理 機 関

東京都千代田区丸の内一丁目４番１号
三井住友信託銀行株式会社

郵 便 物 送 付 先
( 電 話 照 会 先 )

〒168-0063 東京都杉並区和泉二丁目８番４号
三井住友信託銀行株式会社　証券代行部
電話0120-782-031（フリーダイヤル）
取次事務は三井住友信託銀行株式会社の本店及び全国各
支店で行っております。

○住所変更、単元未満株式の買取・買増等のお申出先について
株主様の口座のある証券会社にお申出ください。
なお、証券会社に口座がないため特別口座が開設されました株主様は、特別口座の口
座管理機関である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

○未払配当金の支払について
株主名簿管理人である三井住友信託銀行株式会社にお申出ください。

株主メモ
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東京都千代田区神田錦町三丁目７番地１
http://www.cgco.co.jp/

この報告書は、FSC 認証紙と、環境に優しい植物油インキを
使用して印刷しています

裏表紙Ｂ案




